
 
2023 年 1 月 10 日改正 

新 旧 対 照 表 
 

新 旧 

 

 

外国証券取引口座約款 

 

 

第２章 外国証券の国内委託取引 

 

配当等の処理 

第７条      （ 現行どおり ） 

（１）～（４）  （ 現行どおり ） 

２． 申込者は、前項第１号に定める配当金、同項第２号

ａ 及びｂに定める売却代金並びに同項第３号に定め

る金銭（以下「配当金等」という。）の支払方法につ

いては、当社所定の手続きにより当社に指示するもの

とします。 

 

以 上 

 

 

 

外国証券取引口座約款 

 

 

第２章 外国証券の国内委託取引 

 

配当等の処理 

第７条      （ 省   略 ） 

（１）～（４）  （ 省   略 ） 

２． 申込者は、前項第１号に定める配当金、同項第２号

ａ 及びｂに定める売却代金並びに同項第３号に定め

る金銭（以下「配当金等」という。）の支払方法につ

いては、当社所定の書類により当社に指示するものと

します。 

 

以 上 

 

 


